
■加入期間もれが出る要因（例） 

①転職をしたことがある 

②結婚をして会社を辞め夫の扶養になった 

③会社勤めをしていたが、商売を始めた（ま

たはその逆） 

④学生（２０歳以上）の時、国民年金をおさ

め、卒業後、会社員となった（入社時に

年金手帳を出していない場合、学生時代

の国民年金期間がつながっていないこと

がある） 

⑤①～④のいずれかに該当し、１０年前に

送られてきた年金記録の確認のはがき

を出していない、出した記憶がない人 
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１．あなたの年金は大丈夫？「宙に浮いた５，０００万件」 

 ここ最近毎日、トップニュースになっている年金問題。確認できない年金記録は 5,000 万件を超えるといわれ、国民の不

安をかきたてます。そもそもどうしてこういう問題になったのでしょうか。 

現在は、一人一冊の年金手帳で番号が一つです。しかし以前は、国民年金と厚生年金は手帳も番号も違っていました。

１０年ほど前、一人につき一つの「基礎年金番号」にまとめ、コンピュータ

管理をすることにしました。そのとき社会保険庁は、年金加入者に「番号

を他に持っていたら教えてください」と呼びかけましたが、はがきの内容

がわかりにくく、返事を出さない人が大勢いたため、ばらばらのままの記

録が残ってしまったのです。また、紙の記録をコンピュータに入力する時、

間違って打ち込んでしまい、まとまらない記録もあるそうです。しかも入力

した後の書類を捨ててしまったため、ヨミガナ間違いや誤入力を確認でき

る資料がないのです。社保庁のずさんな管理がここにきて露呈してしまっ

たのです。 ただ、5000 万件の記録が消えたわけではなく名前や性別、

生年月日の記録はあるのです。そしてこの中には既に亡くなられた方の

記録も多くあるとみられています。 

自分の記録はどうなっているか心配の方へ、宙に浮いた年金が出てしまう要因をあげましたので参考にしてください。 

２．身近な相談相手です！「社会保険労務士」 

 「社会保険労務士」というと、いったいどのような事をイメージされるでしょうか。「手続屋さん」でしょうか。確かに、労働社

会保険に関する手続は社会保険労務士の仕事です。〇〇コンサルタントであろうが、他の〇〇士であろうが、業として行う

ことはできません。しかし、社労士の仕事はそれだけではありません。社労士は人を対象にします。 会社の３要素というと、

「ヒト、モノ、カネ」でしょう。大事な順番もこの通りです。まず「人」がいて、その「人」が「物（サービス）」を提供し、それが

「金」を生む。始めに人ありきです。人が大事。「カネ・モノ・ヒト」ではありません。 物や金についての専門家は数多いです

が、人についての専門家、なおかつそれを国家に認められて行っているものは、社会保険労務士くらいのものです。 

経営には悩みが付き物だと思います。その中でも「人」に関する悩みはかなりのウェートを占めるのではないでしょうか。 

・残業代が多くて困っている。  ・遅刻の多い従業員を何とかしたい。 

・パートが有給休暇取得を申請してきたが・・・。  ・解雇したい従業員がいるが法律的にどうか。 等々 

 当事務所では経営者の皆様方の身近な労務に関する相談相手として、法律的な問題からメンタル的な問題まで、親身

に相談に乗らせて頂きます。なお、社会保険労務士には、業務上知り得た秘密を正当な理由なく口外しないという守秘義

務が課せられております。ご相談はお気軽にどうぞ。 

３．社会保険算定基礎届のお知らせ <社会保険に加入していらっしゃる事業主様> 

社会保険算定基礎届の時期（毎年７月提出）になりました。手続き用紙が届きまし 

たらお知らせください。手続きの際、４月から６月分までの給与データをお願いします 

のでご準備のほどよろしくお願いします。 

● 編集後記 ●                         
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そろそろ梅雨。梅雨といえばアジサイ。アジサイは土壌のＰＨ（ペー

ハー）によって花の色が決まるそうです。 

昨年、夏祭りでゲットした金魚。冬前に死んでしまい、マンション前の

花壇に土葬しました。昨日、そこに咲き始めたアジサイを見て、娘が

「金魚の色でピンクになったねー」と。確か、去年は青だったはずな

のに、、、、と思いながら不思議と納得。 

さてさて、今年もまた猛暑なのでしょうか？（秋山） 
責任編集：社会保険労務士 
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